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行
政
書
士
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案 

新
旧
対
照
条
文 

○
行
政
書
士
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
号
）(
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

案 

現 
 

 

行 

（
目
的
） 

 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
行
政
書
士
の
制
度
を
定
め
、
そ
の
業
務
の
適
正
を
図

る
こ
と
に
よ
り
、
行
政
に
関
す
る
手
続
の
円
滑
な
実
施
に
寄
与
す
る
と
と
も

に
国
民
の
利
便
に
資
し
、
も
つ
て
国
民
の
権
利
利
益
の
実
現
に
資
す
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
。 

（
設
立
） 

第
十
三
条
の
三 

行
政
書
士
は
、
こ
の
章
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
行
政
書

士
法
人
（
第
一
条
の
二
及
び
第
一
条
の
三
第
一
項
（
第
二
号
を
除
く
。
）
に
規

定
す
る
業
務
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
行
政
書
士
が
設
立
し
た
法
人
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
設
立
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
設
立
の
手
続
） 

第
十
三
条
の
八 

行
政
書
士
法
人
を
設
立
す
る
に
は
、
そ
の
社
員
と
な
ろ
う
と

す
る
行
政
書
士
が
、
定
款
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２
・
３ 

〔
略
〕 

（
解
散
） 

第
十
三
条
の
十
九 

〔
略
〕 

一
～
六 

〔
略
〕 

七 

社
員
の
欠
亡 

（
目
的
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
行
政
書
士
の
制
度
を
定
め
、
そ
の
業
務
の
適
正
を
図

る
こ
と
に
よ
り
、
行
政
に
関
す
る
手
続
の
円
滑
な
実
施
に
寄
与
し
、
あ
わ
せ

て
、
国
民
の
利
便
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

 

（
設
立
） 

第
十
三
条
の
三 

行
政
書
士
は
、
こ
の
章
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
行
政
書

士
法
人
（
第
一
条
の
二
及
び
第
一
条
の
三
第
一
項
（
第
二
号
を
除
く
。
）
に
規

定
す
る
業
務
を
組
織
的
に
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
行
政
書
士
が
共
同
し

て
設
立
し
た
法
人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
設
立
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
設
立
の
手
続
） 

第
十
三
条
の
八 

行
政
書
士
法
人
を
設
立
す
る
に
は
、
そ
の
社
員
と
な
ろ
う
と

す
る
行
政
書
士
が
、
共
同
し
て
定
款
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２
・
３ 

〔
略
〕 

（
解
散
） 

第
十
三
条
の
十
九 

〔
略
〕 

一
～
六 
〔
略
〕 

［
新
設
］ 



  

二

［
削
る
］ 

  

２ 

行
政
書
士
法
人
は
、
前
項
第
三
号
の
事
由
以
外
の
事
由
に
よ
り
解
散
し
た

と
き
は
、
解
散
の
日
か
ら
二
週
間
以
内
に
、
そ
の
旨
を
、
主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
の
行
政
書
士
会
を
経
由
し
て
、
日
本
行
政
書
士
会
連
合
会
に
届
け
出

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
行
政
書
士
法
人
の
継
続
） 

第
十
三
条
の
十
九
の
二 

行
政
書
士
法
人
の
清
算
人
は
、
社
員
の
死
亡
に
よ
り

前
条
第
一
項
第
七
号
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
場
合
に
限
り
、
当
該
社
員
の
相

続
人
（
第
十
三
条
の
二
十
一
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
六
百
七

十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
百
八
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
社
員

の
権
利
を
行
使
す
る
者
が
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
そ
の
者
）
の
同
意
を

得
て
、
新
た
に
社
員
を
加
入
さ
せ
て
行
政
書
士
法
人
を
継
続
す
る
こ
と
が
で

き
る
。 

（
裁
判
所
に
よ
る
監
督
） 

第
十
三
条
の
十
九
の
三 

〔
略
〕 

（
解
散
及
び
清
算
の
監
督
に
関
す
る
事
件
の
管
轄
） 

第
十
三
条
の
十
九
の
四 

〔
略
〕 

（
検
査
役
の
選
任
） 

第
十
三
条
の
十
九
の
五 

〔
略
〕 

２ 

行
政
書
士
法
人
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
場
合
の
ほ
か
、
社
員
が
一
人
に

な
り
、
そ
の
な
つ
た
日
か
ら
引
き
続
き
六
月
間
そ
の
社
員
が
二
人
以
上
に
な

ら
な
か
つ
た
場
合
に
お
い
て
も
、
そ
の
六
月
を
経
過
し
た
時
に
解
散
す
る
。 

３ 

行
政
書
士
法
人
は
、
第
一
項
第
三
号
の
事
由
以
外
の
事
由
に
よ
り
解
散
し

た
と
き
は
、
解
散
の
日
か
ら
二
週
間
以
内
に
、
そ
の
旨
を
、
主
た
る
事
務
所

の
所
在
地
の
行
政
書
士
会
を
経
由
し
て
、
日
本
行
政
書
士
会
連
合
会
に
届
け

出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

［
新
設
］ 

      

（
裁
判
所
に
よ
る
監
督
） 

第
十
三
条
の
十
九
の
二 

〔
略
〕 

（
解
散
及
び
清
算
の
監
督
に
関
す
る
事
件
の
管
轄
） 

第
十
三
条
の
十
九
の
三 

〔
略
〕 

（
検
査
役
の
選
任
） 

第
十
三
条
の
十
九
の
四 

〔
略
〕 



 

三

（
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
及
び
会
社
法
の
準
用

等
） 

第
十
三
条
の
二
十
一 

〔
略
〕 

２ 

会
社
法
第
六
百
四
十
四
条
（
第
三
号
を
除
く
。
）
、
第
六
百
四
十
五
条
か
ら

第
六
百
四
十
九
条
ま
で
、
第
六
百
五
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
六
百
五

十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
（
同
法
第
五
百
九
十
四
条
の
準
用
に
係
る
部
分

を
除
く
。
）
、
第
六
百
五
十
二
条
、
第
六
百
五
十
三
条
、
第
六
百
五
十
五
条
か

ら
第
六
百
五
十
九
条
ま
で
、
第
六
百
六
十
二
条
か
ら
第
六
百
六
十
四
条
ま
で
、

第
六
百
六
十
六
条
か
ら
第
六
百
七
十
三
条
ま
で
、
第
六
百
七
十
五
条
、
第
八

百
六
十
三
条
、
第
八
百
六
十
四
条
、
第
八
百
六
十
八
条
第
一
項
、
第
八
百
六

十
九
条
、
第
八
百
七
十
条
第
一
項
（
第
一
号
及
び
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限

る
。
）
、
第
八
百
七
十
一
条
、
第
八
百
七
十
二
条
（
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限

る
。
）
、
第
八
百
七
十
四
条
（
第
一
号
及
び
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、

第
八
百
七
十
五
条
並
び
に
第
八
百
七
十
六
条
の
規
定
は
、
行
政
書
士
法
人
の

解
散
及
び
清
算
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
六
百

四
十
四
条
第
一
号
中
「
第
六
百
四
十
一
条
第
五
号
」
と
あ
る
の
は
「
行
政
書

士
法
第
十
三
条
の
十
九
第
一
項
第
三
号
」
と
、
同
法
第
六
百
四
十
七
条
第
三

項
中
「
第
六
百
四
十
一
条
第
四
号
又
は
第
七
号
」
と
あ
る
の
は
「
行
政
書
士

法
第
十
三
条
の
十
九
第
一
項
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
」
と
、
同
法
第
六
百

五
十
八
条
第
一
項
及
び
第
六
百
六
十
九
条
中
「
法
務
省
令
」
と
あ
る
の
は
「
総

務
省
令
」
と
、
同
法
第
六
百
六
十
八
条
第
一
項
及
び
第
六
百
六
十
九
条
中
「
第

（
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
及
び
会
社
法
の
準
用

等
） 

第
十
三
条
の
二
十
一 

〔
略
〕 

２ 

会
社
法
第
六
百
四
十
四
条
（
第
三
号
を
除
く
。
）
、
第
六
百
四
十
五
条
か
ら

第
六
百
四
十
九
条
ま
で
、
第
六
百
五
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
六
百
五

十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
（
同
法
第
五
百
九
十
四
条
の
準
用
に
係
る
部
分

を
除
く
。
）
、
第
六
百
五
十
二
条
、
第
六
百
五
十
三
条
、
第
六
百
五
十
五
条
か

ら
第
六
百
五
十
九
条
ま
で
、
第
六
百
六
十
二
条
か
ら
第
六
百
六
十
四
条
ま
で
、

第
六
百
六
十
六
条
か
ら
第
六
百
七
十
三
条
ま
で
、
第
六
百
七
十
五
条
、
第
八

百
六
十
三
条
、
第
八
百
六
十
四
条
、
第
八
百
六
十
八
条
第
一
項
、
第
八
百
六

十
九
条
、
第
八
百
七
十
条
第
一
項
（
第
一
号
及
び
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限

る
。
）
、
第
八
百
七
十
一
条
、
第
八
百
七
十
二
条
（
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限

る
。
）
、
第
八
百
七
十
四
条
（
第
一
号
及
び
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、

第
八
百
七
十
五
条
並
び
に
第
八
百
七
十
六
条
の
規
定
は
、
行
政
書
士
法
人
の

解
散
及
び
清
算
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
六
百

四
十
四
条
第
一
号
中
「
第
六
百
四
十
一
条
第
五
号
」
と
あ
る
の
は
「
行
政
書

士
法
第
十
三
条
の
十
九
第
一
項
第
三
号
」
と
、
同
法
第
六
百
四
十
七
条
第
三

項
中
「
第
六
百
四
十
一
条
第
四
号
又
は
第
七
号
」
と
あ
る
の
は
「
行
政
書
士

法
第
十
三
条
の
十
九
第
一
項
第
五
号
若
し
く
は
第
六
号
又
は
第
二
項
」
と
、

同
法
第
六
百
五
十
八
条
第
一
項
及
び
第
六
百
六
十
九
条
中
「
法
務
省
令
」
と

あ
る
の
は
「
総
務
省
令
」
と
、
同
法
第
六
百
六
十
八
条
第
一
項
及
び
第
六
百



  

四

六
百
四
十
一
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
行
政
書
士
法
第

十
三
条
の
十
九
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
」
と
、
同
法
第
六
百
七
十
条
第

三
項
中
「
第
九
百
三
十
九
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
行
政
書
士
法
第
十
三

条
の
二
十
の
二
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
九
百
三
十
九
条
第
一
項
」
と
、

同
法
第
六
百
七
十
三
条
第
一
項
中
「
第
五
百
八
十
条
」
と
あ
る
の
は
「
行
政

書
士
法
第
十
三
条
の
二
十
一
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
百
八
十
条
第

一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

３
～
７ 

〔
略
〕 

（
行
政
書
士
会
の
報
告
義
務
） 

第
十
七
条 

〔
略
〕 

 

（
注
意
勧
告
） 

第
十
七
条
の
二 

行
政
書
士
会
は
、
会
員
が
こ
の
法
律
又
は
こ
の
法
律
に
基
づ

く
命
令
、
規
則
そ
の
他
都
道
府
県
知
事
の
処
分
に
違
反
す
る
お
そ
れ
が
あ
る

と
認
め
る
と
き
は
、
会
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
会
員
に
対
し
て
、

注
意
を
促
し
、
又
は
必
要
な
措
置
を
講
ず
べ
き
こ
と
を
勧
告
す
る
こ
と
が
で

き
る
。 

 
六
十
九
条
中
「
第
六
百
四
十
一
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
」
と
あ
る
の
は

「
行
政
書
士
法
第
十
三
条
の
十
九
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
」
と
、
同
法

第
六
百
七
十
条
第
三
項
中
「
第
九
百
三
十
九
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
行

政
書
士
法
第
十
三
条
の
二
十
の
二
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
九
百
三
十

九
条
第
一
項
」
と
、
同
法
第
六
百
七
十
三
条
第
一
項
中
「
第
五
百
八
十
条
」

と
あ
る
の
は
「
行
政
書
士
法
第
十
三
条
の
二
十
一
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す

る
第
五
百
八
十
条
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

３
～
７ 

〔
略
〕 

（
行
政
書
士
会
の
報
告
義
務
） 

第
十
七
条 

〔
略
〕 

 

［
新
設
］ 

    

 

 
 

 


